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f

人円

沖
叫
が
一
之
パ
mdで
ゾ
よ
写
也
さ
れ
た
こ
と
ど
お
っ
た
当
時
に
お
U

て
、
安
北
品
川
中
そ
り
民
権

ar

一I
T
る
〕
と
を
m

コ
て
む
託
を
試
｛
に
し
ιー
と
を
重
大
八
九
日
怖
い
パ
人
に
よ
る

｝
な
〈
お
つ
な
vm
っ
七
L

み
は
、
。
限
れ
て
な
い
も
の
し
r

ず
7
G

一、2
て
｛
ス
ハ
以
内
臼
に
給
付
さ
れ
～
伝
丘
町
川
斤
の
取
れ
以

J

l 

心
地

d

八
「
－
に
日
い
て
山
こ
で
Jん
益
背
J
J
F
h
一
川
即
売
の
給
付
ど
一
え
け
r

t

J
ば
、
情
徒
名
目
、
宍
法
草
山
二
内
全
恭
一
世
引
の
取
市
仕
を
「
ヴ
怯

－Z
？～
y

一
が
で
き
る
も
の
J

r
る
c

？
た
だ
し
、
ロ
ぷ
／
心
u
b
J川
、
パ
（
ん
夜
主
と
し
て
山
下
止
一
～
ぎ
れ
に
こ
と
を
朋
ハ
九
三
迂
旬
、
山
い
て
、
を
託
告
が
そ
の
伯
校

者
令
官
け
ず
る
こ
し
し
ど
抗
っ
て
信
託
官
設
定
ご
ー
工
と
ど
背
丈
ば
民
夫

ι
。
る
一
了
こ
ぽ
＼
引
な
力
わ
た
1

c

は
、
小
ノ
パ
い
り
で
な
い
わ
り
ー
サ
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E
Zふ
り
交
杭
汗
に
什
江
川
る
百
三
布
権
一
u
d
L
b
4
m求

ム
ス
行
者
が

t
刀
情
惟
持
を
半
ケ
ム
ヲ
＼
｝
を
切
コ
て
信
託
ト
ゲ
」
改
定
）
八
川
晴
／
に
い
は
、
仇
権
告
は
、
受
註
認
に
汁

J

亡、

A
又
、
主
桂
三
ど
委
託
諸
に
設
吟

f
J
Q
土
フ
ム
叩
求
ず
る
こ
が
と
ぎ
る
も
の
三
一
J

る
ー
ム
一
～
し
、
T

宏、位
V
L
M
f
m

、
交
益
昔
、
－
し
て
特
定
さ
れ
に
J
Y
Y
勺
知
コ
ム
当
時
一
に
お
い
と
、
去
っ
ぷ

4
f
J
1
1
、り

h

一
市
桂
吉
を
ド
戸
一
ワ
る
こ
乙
を
知
っ
て

h

戸
川
北
を
投
｛
7A
し
ャ
一
こ
と
を
主
た
な
店
宍
f
一よる一一／
L

な
〈
知
b
ロ
レ
リ
｛
l

i

」
き
は
、
こ
の
限
わ
〆
一
一
、
口

い
も
心
と
す
る

二
」
に
F

1

一
斗
訂
！
？
て
如
何
定
、
ょ
に
与
し
つ
刀
い
で
7J
＼
〆
作
権
を
以
下
得
ー
ご
じ
な
し
同
時
令
市
び
に
い
心
へ
ゆ

G
I的向一
J

日
一
午

E

一円的
htuγ
同ー｝

μ
浮
い
公
益
再
試

一
町
市
川
長
ノ
γ

出
N

）

口
場
合
に
ホ
っ
、
は
、
倍
民
権
者
は
、
を
託
有
に
詐
事
込
町
間
U

一
り
あ
る
限
ヘ
マ
に

d
Uネ
門
刊
に
取
消
υ
P
M
花
で
め
る
と
J

？？
υ

の
ー
す

,, 
匂

ヘ
現
行
法
の
閃
述
全
人
消
口
長

巳h

-1ぷ

' 

－
F

は
、
債
務
者
た
る
一
去
γ

武
将
が
漬
2

持
者
h
V心
中
け
す
る
こ
と
を
知
コ
て
信
託
行
為
し
た
場
合
に
は
、
そ
論
者
乃

草
川
刊
日

に
、
委
託
有
心
治
権
者
は
杭
託
行
為
に
対
し
民
法
仏
早
川
河
条
第
一
頃
の
北
常
行
為
取
消
縫
を
行
使
亡
一
持
一
る
し
C

し
と
お

η

日
刊
行
信
託
、
ふ
れ
第
l
一
条
第

山
恨
の
越
両
J
P
J
J
t
C
ま
ま
山
口
店
捜
し
て
い
る

〆

ミ

♂

A
I
R
ゃ

3

J

、

vし
’
3
M
7し
f

〕

J
M
戸レ一

信
託
行
為
の
詐
市
f
H
行
為
取
市
に
ヤ

4

す
る
η

又
持
者
U
M
4
1
2
し
て
、

一、l
）
た
だ
し
井
は
、
受
げ
八
川
い
十
れ
が
リ
山
内

要
州
刑

h

叩
山
本
市

1

数
い
る
場
ム
円
二
、
ザ
k
pハ
川
苫
（
り
一
人
で
も
、
受
捻
苫
と
し
と
却
下
戸
ん
屯
さ
れ
た
戸
」
T
／
～
を
知
う
ー
ん
一
当
時
切
に
お
い
て
、
委
託
吾
が
債
権
者
を
中
け
す
る

一L
l
J
Y
知
二
三
信
託
ん
ど
設
定
し
に
一
」
と
に
つ
い
て
主
主
一
組
…
正
過
失
で
あ

J

た
場
ム
ロ
は
、
債
権
v告
は

J

叶
主
行
為
取
消
し
で
き
ん
』
い
と
し

て
い
る
っ
し
ヂ
か
る
z人
だ
〕
需
は
、
存
立
す
主
主
早
川
凡
夫
の
受
、
佐
／
宇
一
保
設
、
二
l

＼
詐
百
行
為
に
一
刊
二
L
P託
行
為
の
安
心
性
宇
一
図
ろ
う
と
す

る
、
文
務
か
、
コ
の
lh十
一
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

r

そ
し
て
、
受
心
者
の
呑
芯
年
亘
地
ベ
の
判
断
時
刻
に
つ
い
て

恒
一
と
を
い
叶
っ
た
r

時

と
L
て
い
る
」
羽
行
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信
託
法
也
市
卜
一
条
で
は

山
川
に
利
V
八川
b
y
Aろ
し
た
勺
時

判
断
時
期
一
を

サ
J
判
断
時
期
が
淫
か
つ
え
と

C
M引
が
為
る
二
と
か
ら

－

F
Z
訴
事
と
し
I
出
村
山
し
さ
れ
ー
に
こ
と
を
知
っ
た
ψ
1
1
い
刊
に
平
め
て
い
る

f

次
に
要
綱
～
試
案
l

は
、
受
持
者
が
受
託
格
に
基
づ
い
て
受
託
醤
か
ら
広
に
信
計
財
ぷ
の
給
付
を
r
k
げ
て
い
る
場
な
に
つ
い
て

は
、
委
託
す
い
の
債
権
者
は
受
益
芝
に
対
し
仁
川
伺
に
給
付
い
を
受
け
て
し
る
山
川
d
r
に
つ
い
て
、

民
法
第
凶
川
条
h
h

引
に
い
L
Jふ
る
マ
計
宇
J

行山
Af

中
孔
消
徒
十
一
行
使
す
る
こ
と
が
山
尖
る
と
す
る

ν

こ
れ
は
民
法
第
凶
凶
灸
に
憎
ら
L

の
帰
結
で
あ
わ
こ
れ
を
明
確
ヤ
す
る

た
め
の
乞
の
と
あ
る
ハ
に
ど
L
2
は
す
（
綱
試
案
1

の
芸

ZF
重
渦
失
の

J

党
、
公
有
に
対
1

J

て一評什戸打
h
A取
消
が
出
来
江
い

I 

旨
を
規
定
3

三
に
い
る
。

要
紙
試
案
2
は

川
立
与
思

日
一
三
え
リ
仕
者
に
刻
？
？
る
パ
え
品
六
ブ
慌
の
一
一
渡
詰
本
で
お
り
、

羽
仁
川
明
J
Iに
は
怖
い
い
新
L
い
刊
皮
で

又はイ車用主止へ）

あ
る
。
債
務
省
た
る
安
記
者
が
債
権
者
L
官
許
す
る
こ
と
を
折
っ
て
い

J

品
を
設
定
し
丈
場
台
に
は
、
枯
lh

権
者
は
怒
り
十
一
Z
V
へ
は
草
心
rqへ
の
受
持

日司，it、c'ftIトこ、泣ける，，， i；↑百託日間己q，，寸

者
に
対
し
亡
、
一
党
H
M
椛
口
体
古
委
計
者
に
該
渡
す
る
よ
h

つ
清
水
で
き
る
と
司
う
も
の
て
た
る

η

091 l2Ul''i,; I; 

四

呉
川
綱
試
案
に
対
す
る
検
九

計
f
H
伝
託
mv
符
妹
性

7
 

J
1
 

4
1
 

na 
一コこ

項
の
弘
前
日
’
そ
の
ま
ま
索
引
「
ιつ
こ
と
を
恥
記
と
、

J

て
い
る
c

こ
の
t］
4

に
つ
い
亡
は
、
ぃ
f

、
あ

f
J

J
V

へ店

I 
中
弘
州
明
～
抗
女

i

一l
）
は
、
攻
竹
山
仏
第
ト
ヂ
丸
木
柄
引
項
を
跨
襲
？
と
い
る
こ
と
か
、
り
、
同
条
尽
に
J
っ
て
委
託
壱
（
り
信
託
設
L4行
為
の

許
宝
ロ
行
為
松
山
が
認
め
、
り
れ
る
均
九
日
は
、
民
法
第
同
二
四
条
第

唱
な
滑
川
、
し
て
詐
宏
一
↓
行
為
取
市
、
し
ず
る
こ
じ
〆
内
な
る
の
で
、
む
U

託
の

性
質
に
反
L
h
d
い
限
り
、
民
法
第
四
凶
条
2

品

士
有
で
は
多
く
は
触
れ
ま
い
も
の
の
、
法
的
性
質
論
一
判
例
の
相
対
的
「
以
消
説
・
4
h
H
な
頁
任
一
点
）

の
議
論
そ
の
他
の
債
権
主
以
川
市
持

に
閑
ず
る
法
4
d
J
守山、出回二
u
信
託
の
は
吻
苅
に
お
い
て
も
信
託
の
件
質
に
反
ー
に
は
い
限
り
妥
当
ー

λ

る
こ
乙
を
意
味
1

）
て
い
る
。



、A
J

h

h

子

J
J

7
L
9
U
1
L
1
んし仏げげじ一

m
V
J池
常
mv
取
引
行
為
と
思
ハ
日
る
切
一
出
が
あ
る
か
ら
、
去
の
じ
川
託
川
町
ム
叩

山
町
！
然
れ
い
ど
と
た
が
ら

一

円

下

沿

」

d
e

イ
一
一

h

L

の
壮
い
ど
に
み
五
す
命
寺
川
屈
が
必
要
℃
あ
る

即
ち
、
信
託
は
、

委
託
芸
が
円
ご
の
剥
泣
権
念
公
託
苦
に
刻
、
い

F

の
他
の
処
分
そ
し
、
交
託
者
が

その－
bu討
汀
為
に
｛
止
め
ら

け
し
り
一
「
「
「

r
I
U
P
」

F
ルパ日つ

T
L

叶

4
J
l
t
；
i
－

の
た
め
に
之
の
防
活
権
（
併
託
財
産
）
を
管
迎
処
分

γ
る
こ
、
乙
で
あ
り
、
信
託
ピ
よ
っ
て
、
受
衿
者
が

受
託
校
宮
山
拾
得
↑
ゆ
る

v

こ
の
と
お
り
、
委
託
者
に
よ
る
信
託
設
宏
行
与
に
一
亡
し
、
受
益
た
が
な
ぬ
す
る
こ
t
か
っ
、
受
益
者
の
受
話

法
に
対
ず
る
似
議
を
苦
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
ゐ
司
令
。

こ
う
し
た
三
か

J
Tむ
と
、
債
務
省
た
る
妥
山
者
が
そ
の
債
権
省
を
点
下

J

，Q

」
こ
を
苅
う
て
に
か
コ
μ
を
誌
に
し
む
一
と
に
つ
い
て
、
芸

白
山
知
↓
キ
リ
刊
一
止
へ
の
交

p

ハ
川
者
は
似
諮
「
べ
き
で
は
占
め
る
。

信
託
肘
産
心
門
r
体
的
な
処
分
一
作
品
や
、

羽
だ
の
給
川
J
J
J
U

おけい

し
か
し
な
が
ら
、

あ一
J

ー
に
場
合
に
は

の
ご
と
く
、
民
法
第
凶

川
山
粂
第
十
引
に
よ
る
こ
と
す
れ
h
足
り
る
と
？
て
も
、
受
持
権
y
、

2 

レ〉
1
f引
恨
引
い

ι対
す
る
配
↑
川
両
む
し

L
C
は
そ
れ
で
は
比
ら
包
レ
c

地
ち
、
受
採
者

、
丸
く
ま
で
仙
象
的
な
権
引
に
川
今
池
宮
ず
、
受

益
有
は
具
体
的
に
対
反
を
保
持
L
て
レ
る
正
で
は
な
い
か
ら
、
巣
立
又
は
市
過
失
心
一
T
Y
益
朽
の
交
訴
権

ι汁
し
て
計
主
凶
行
為
取
消
の
場

十
冊
て
何
ら
か

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
債
務
t
y
F
7
7
9
委
託
社
の
古
川
に
い
貯
監
を
直
長
増
加
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
コ
賞
作
別
記

む
回
復
－
urd

八
エ
レ
〈
い
う
詐
害
行
為
取
沼
の
は
け
的
か
ら
す
る
と
、
平
に
一
支
持
砕
し
か
右
L
な
い
受
持
者
を
被
ぺ
I

L

す
る
と
と
は
人
間
ぼ
的
に

は
有
誌
で
は
な
い
。

し
ふ
し
な
が
ら
、
受
任
権
が
寸
刊
す
る
と
将
米
三
波
っ
て
信
託
則
元
、
り
uMy少
子
む
に
、
り
す
一
工
」
か
り
、
一
汗
卜
士
↓
信
元
心
掛
一
川
に
お
い
て

は
、
将
夫
の
f

h

託
肘
－
一
の
減
少
に
対
す
一
る
対
U
を
戸
川
意
、
ν

て
お
く
必
民
が
あ
り
、
品
一
旬
の
計
算
行
為
成
消
と
は
以
、
な
る
椋
川
時
以
叫
脱
出

J

要
求
さ
れ
る
こ
》
と
な
る
に
そ
の
志
味
で
は
、
思
リ
ロ
山
ソ
へ
は
豆
過
失
の
A
メ
げ
や
り
す
か
っ
、
前
主
］
行
丸
山
弦
間
に
「
o

っ
て
、
札
に
給
刊
を
受
け
た

射
が
訟
を
恥
り
以

γ
ほ
か

て
る
か
、
あ
る
い
は
受
話
時
ー
を
主
日
告
の
手
か
ら
存
う
か
か
γ
検
討
f
ぺ
き
ご
／
｝
こ
な
る
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、
そ
れ
が
来
た
し
て

記
ん
は
第
匹

一
世
条
の
実
体
的
手
続
的
7
d
q
J

民
的
性
質
平
日
一
山
仏
叩
伴
幼
巣
と
整
合
す
る
心
か
ど
う
か
、
山
中
問
題
と
ほ
る

F

‘》

市
品
川
明
試
案
江
川
「
る
険
～
一
叫
総
論

信
託
の
お
殊
性
ヤ
ロ
ー
ず
る
と

ま
ず
、
安
綱
試
す
A
i
（
i
、
に
つ
い
て
は
、
債
持
者
ー
ん
と
る
委
託
者
に
工
る
信
託
設
定
行
為
が
非
主

行
為
に
該
？
「
オ
る
場
台
に
け
、

受
託
者
は
イ
誌
貯
世
に
一
戸
ν
て
同
生
の
利
品
F
J
T右
げ
な
い
か
、
り
、
受
託
4
引
い
の
菩
玄
・

、町山N
’F
ゎ、り

ず
民
法
岳
山
凶
同
条
項
に

t

わ
っ
て
主
計
設
定
行
為
に
け
け
す
る
－
一
尚
南
行
為
弘
山
引
を
認
め
て
、
受
託
考
の

f
に
あ
る
財

J

惜
の
夜
り
局
、

γ乞

認
め
4
Q
ぺ
き
と
あ
っ
て
、
h

一
心
ェ
」
に
つ
き
安
術
品
案
1

ヘ
ー
一
戸
川
弘
行
法
第
条
一
尽
を
雑
什
－
J
る
」
一
ば
友
引
と
あ
る
ロ

そ
し
て
、
受
心
者
保
議
に
つ
い
て
、
現
七

rい
と
可
様
、
一
一

E
g
首
一
ヱ
逃
尖
何
二
百
い
ハ
川
音
を
保
設
L
ょ
う
／
｝

f
る
守
山
も
妥
当
で
あ
っ
て
、
受

益
告
が
日
出
志
位
山
車
U
M
K
了
、
心
場
ハ
じ
に
は
、
委
託
者
に
よ
る
信
託
設
定
ノ
仁
品
に
つ
い
て
の
計
書
ノ
什
い
お
反
消
も
認
め
ら
れ
な
い
乙
な
る
べ
き
で

あ
る
。

日司，it、c'ftIトこ、泣ける，，， i；↑百託日間己q，，寸

こ
れ
に
対
し
亡
、
交
、
北
者
が
山
b
E
Vへ
は
重
辺
尖
で
ム
め
る
場
合
に
は

同
又
採
者
県
議
は
不
変
で
あ
る
か
ら
、
｛
①
安
託
者
に
よ
る
信
託

設
む
行
持
に
つ
い
て
詐
常
行
為
取
消
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
忘
り
、
日
比
中
受
話
布
が
此
＋
工
へ
に
対
岸
’
絡
む
給
付
U
7
一
受
け
た
場
合
に
は
こ
れ
の

取
円
以
し
合
認
め
る
べ
き
で
み
れ
ソ
、
？
っ
③
受
益
者
に
対
1
る川町宝（
mv
給
山
刊
が
よ

f
c部
分
に
ワ
い
て
は
、
受
益
体
作
山
い
い
れ
什
仰
い
か
一
受
日
者
か

ら
奪
、
っ
へ
寺
こ
し
〈
と
な
り
、
ど
の
出
…
の
耐
久
九
綱
し
試
案
の
枠
組
み
も
詳
削
で
き
る

121 

安
川
相
試
＆
ん
に
3

な
げ
る
各
k

也
市
場
町
F

ピ
、
時
間
の
I4
れ
に
沿
っ
て
笠
坦
f
す
る
と
次
り
ょ
っ
に
仕
る
す

＼
ーイ

バ
ピ

ま
ず
、
安
綱
試
案
（
正
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
受
持
者
と
し
て
指
定
さ
れ
三
事
が
い
ま
だ
ず
は
批
権
主
取
得
し
と
い
ん
弘
い

一
、
宏
一
制
試
茶
お

ω）
及
び
公
ぷ
伝
説

（
長
柄
試
一
系
佐
伯
刊
川
）

の
場
合
も
同
様
の
引
益
状
山
に
あ
る
し

段
階
で
あ
り
、

、ー、ノ
h
yア
ヨ
寸

1
4
h
ソコじ手
L

i
u
f
i
V

〈
［
庁
イ
二
μ

次
は
、
ゆ
一
の
位
以

受
話
岩
三
出
M
P
心
さ
れ
丈
こ
と
の
通
知
を
パ
ぇ
け
て
、
受
恋
村
惟
寸
官
民
得
、
以
介
場
〈
H
で
、
そ
の
し
絞
、
末
だ

現
i
ん
の
へ
川
町
を
受
け
て
ど
な
い
没
ム
万
一
υ
で
あ
る
υ
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r}> ℃， 

、
受
話
tdが
、
受
補
佐
を
取
戸
川
し
、

立
つ
税
実
の
給
利
刊
を
交
行
て
い
る
場
合
一
I
Zめノ竺

一
」
の
埠
ぷ
J

にいい、
AFA
、品川以台の

時
前
刷

も
ー
に
あ
る
制
定
権
に
h
F
－

rる
言
れ
引
ヶ
パ
の
取
り
日
し
に
よ
る
伝
八
エ
な
検
三
山
す
る
必
要
が
為
る

f

そ
し
て
、
ぶ

Ja及
ひ
ん
匂
心
場
介
を
通
！
〆
て
す
ワ
え
ら
れ
る
刻
に
必
決
済

F
段
2
し
こ
、

悪何一
γ
へ
は
重
品
失
の
佐
川
仕
事
に
到
す
る
譲
渡

請
求
の
制
い
げ
が
あ
る
じ

イミ
0 

（山門又
v
い
玄
と
、
ν

て
指
定
さ
れ
た
者
が
い
ま
だ
受
ぷ
柊
を
玖
符
L
て
い
な
い
段
階
に
つ
い
て

前
記
。
の
攻
防
ピ
あ
っ
て
は
、

保
設
ず
ペ
ミ
し
↓
，
又
v
二
百
が
れ
打
存
し
仕
い
の
で
あ
る
か
っ
、

h

一れを考山岡山一

zq必
裂
は
年
く
、
不
K
J
出払旬の

債
権
者
は
、

の
主
百
人
特
・
百
十
戸
山
を
問
わ
ず
、
依
務
者

G
Q委
託
ザ
れ
に
よ
M
宍
詰

向
純
仁
受
戸
請
に
什
刊
す
る
c
k
J
出
一
点
々
に
行
為

思
の
為
る
限
り
に
h

ね
い
て
常
に
門
民
法
治
凶

川
北
京
市
市

引
に
よ
っ
て
什
叶
刊
行
為
取
市
が
刊
訂
J
ζ

人
司
る
人
へ
持
、
で
占
め
る
ハ

受
益
者
が
八
ス
詩
濯
を
山
県
山
行
？
）
た
民
間
、
れ
ホ
だ
現
実
の
給
付
を
弓
け
て
い
な
、

前
記
伝
一
心
受
川
者
が
p

什
存
す
る
が
、
受
い
か
椛
の
取
得
の
み
で
、
受
話
省
に
対
す
る
坊
主
の
給
付
。
h
M
J
げ
も
さ
、
れ
ど
い
な
レ
段
階
で
は
、
川
只

初
有
た
る
委
託
者
が
債
権
有
hv
昌
子
門
ず
る
こ
と
を
知
っ
て
信
託
設
定
行
為
し
た
場
合
に
は
、
受
話
昌
の
、
告
げ

γ
一
叫
バ
ベ
ム
一
を
関
川
わ
ず
に
、
委
託

有
れ
い
り
債
権
者
は
伝
託
dpu行
為
に
対
じ
え
訳
第
杯
一
日
i

条
第
一
点
の
主
宍
行
為
取
渋
健
吉
行
便
一
ー
与
一
る
こ
と
「
し
、

と
L
V
二
人
対

L
て
芸

百
軒
車
過
失
ハ
ツ

F

又
従
者
を
川
附
議
す
る
と
の
枠
州
引
な
は
妥
当
で
あ
る
が
、

山
二
子
立
無
重
氾
什
入
の
三
日
印
有
の
保
護
の
め
い
ノ
方
レ
〈
、

ー、品、み

り
い
刀
刀

る
場
合
の
訪
中
一
行
為
殺
計
権
心
付
市
川
方
法

ー
と
し
て
付
便
り
掴
f
j
十円J

T

／～ノ
J

の
効
果
に
つ
い
て
は

公
綱
試
業
も
不
明
誌
と
部
分
け
hd

二
、
わ
一

ー

し

善
意
t
ヰ
主
渦
失
の
受
託
ア
f

の
保
設
や
わ
り
ト
ハ
川

ね

止す
υい
す
い
保
叶
点
の
た
め
の
ヱ
間
的
安
件

要
綱
試
案
は
、
ぢ
又
心
者
保
込
況
の
た
め
の
、
ニ
鮎
的
役
件
；
：
ν
1
1

剥
じ
に
ど
山
作
ぐ
司
持
率
円
守
山
県
重
過
p人
J
W
－採阿川
1
）
て
い
る
が
、
切
工
E
hわ
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よ
ひ
こ
れ
と
い
内
初
し
う
る
系
過
失
C
A－
－
訴
者
の
涼
湾
宇
一
川
｛
疋
す
る
こ
と
は
、
妥
円
で
あ
る

受
任
者
心
善
意
加
重
過
失
心
判
断
時
期

中
弘
州
明
試
突
が
、
佐

F

ハ
川
苫
（
り
芦
可
、
昇
、
重
過
失
の
判
断
時
期
に
つ
い
と
月
ん
し
訂
以
上
口
2
指
定
さ
れ
に
こ
と
を
知
う
た
勺
時
」
と
い
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
も
、
一
安
心
権
を
攻
得
、
こ
～
と
き
を
考
え
る
、
rご
ν

て
も
、
供
託
行
為
に
よ
っ
て
受
泣
l

権
が
片
、
以
台
工
〆
き
で
は
判
則
的
期
と
7
し

て
は
R

↓
》
色
、
白
v
M
h
h
託
の
は
明
丘
町
除
く
j

ドベヰ
F
Y＝
の
大
〉
げ
か
＃
31山
県
乏
過
t
v
へ
と
な
っ
て
、

J

ま
い
妥
主
で
は
ー
ゴ
い
、
ま
た
、

現
行
出
品
一
亡
の

ご
乙
く
「
羽
に
利
バ
を
交
付
た
当
時
仏
す
と

L
て
判
断
時
期
を
遅
く
」
ヲ
る
千
ハ
与
の
受
益
お
が
Eτ

ミ
ζ

な
る

r一
能
刊
が
あ
る
か
い

J

戸妥当

で
は
な
い
」
受
ゴ
一
山
者
が
山
夜
話
を
一
ザ
訴
者
と
す
る
わ
γ

む
が
設
定
さ
れ
た
事
交
を
主
日
告
に
通
却
す
る
恋
務
か
γ
負
う
」
と
を
考
山
岡
L
一1
1

一日ハ三存者
ζ

し
て
舟
f
止
汽
れ
や
な
」
い
」
を
佐
川
っ
一
～
片
時
l

を
受
活
者
の
菩
意
仙
川
重
u

一
千
宍
り
判
断
時
野
山
こ
す
る
こ
、
、
は
妥
当
で
あ
ろ
う
u

受
任
者
け
主
豆
一
品
川
t

主
人
招
止
へ
の
z
J
V

対
責
汗

日司，it、c'ftIトこ、泣ける，，， i；↑百託日間己q，，寸

首
円
五
佃
卓
造
火
の
ふ
す
又
／
ハ
川
γ
何
古
川
端
議
。

J

る
と
し
て
も
、
そ
の
立
一
副
賞
咋
げ
を
誌
に
負
位
さ
い
い
」
る
か
に
よ
っ

t
、
剤
投
の
忘
れ
方
が
大
き
ノ
＼

長
な
っ
て
く
る
υ

交
v
M
者
の
悲
十
円
川
又
は
重
JU一
去
を
債
権
朽
の
立
一
訓
責
任
と
す
る
と
、
債
権
朽
に
お
い
て
受
ぷ
者
心
有

4

心
を
立
証
す
る
こ

と
は
北
需
に
区
維
で
丸
町
、

計
需
行
為
取
泌
総
心
行
使
、
山
事
尖

f

小
川
能
と
は
り
か
ね
な
い
と
と
と
ほ
る
F

J

甘
い
L
F
打
為
取
法
の
必
安
住

と
受
話
者
の
利
抗
心
均
衡
か
ら
、
受
パ
主
告
の
主
口
背
E
M
…
重
過
失
ハ
U
I
J
L

社
只
ド
忙
を
長
託
者
な
い

L
受
持
者
側
に
負
位
決
、
ゼ
る
べ
き
C
んある
υ

と
の
向
、
安
綱
試
業
な
い
し
要
制
一
副
会
ん
の
川
仰
と
説
明
（
以
↓
卜
、

補
足
－
品
川
町
」

2
い＋

J

）
は
立
一
花
貞
日
い
れ
に
つ
い
て
明
誌
で
は
と
い
が
、

;; 

c) 

（l
－
た
だ
し
吉
に
お
い
て
悪
化
弘
え
は
一
主
尚
失
り
受
益
哀
の
似
護
？
と
除
外
し
よ
う
と
す
る
宍
き
ぶ
け

m
T
D
r
る
2
、
注
意
加
重

川
県
だ
の
豆
一
日
ロ
貢
任
を
受
託
乏
な
い
し
1
1訴
さ
側
に
負
担
さ
せ
て
い
る
と
解

rる
」
こ
が
で
き
る

止す
υいすい
Jυ

絞
数
の
場
企
の
計
店
主
↓
れ
訂
の
受
／
ハ
日
者
保
設

要
綱
試
案
i

1 

の
記
ふ
か
り
の
問
題
口
は
、
受
訴
討
が
府
間
紋
の
場
ひ
に
は
、
交
昌
弘
包
の
人
Tv
依
市
町
若
た
る
一
一
八
方
一
平
台
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日
M
L
L
C

債
依
者
乞
山
古
ド
ヲ
る
三
と
を
知
っ
v
k

じ
日
託
日
で
し
た
こ
と
に
つ
い
て
さ
立
川
前
冶
失
で
為
れ
ば
、
伝
託
行
為
に
い
川
し
て
計
中
日
行
為
収

消
権
JY
行
使
で
き
な
い
と
「
る
白
川
で
め
る

J

正
当
で
は
た
し
、
三
か
と
い
っ
て
、
ト
認
の
い
ず
れ
で
も
な
い
明
確
な
蒸
準
を

v
て
る
「
！
と
も
困
穀
E
あ
ゐ
し

ハ
υρU 

Q
U
 

4
 

3
 

～JV
 

I
h為
に
つ
い
て
訪
中
川
行
品
取
市
が
で
き
な
J

場
合
の
、
川
町

責
F

品
市
右
に
」
る
4
1託
者
に
対
す
る
救
済
「
段
乞
検
汁
ず
べ
き
で
丸
る
c

戸
一
れ
に
〈
い
C
は
、
要
抑
制
試
次
白
体
に
は
剥
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、

のお土口一円前’
J
R
U

リ
ロ
凶
行
草
過
失
で
県
日
守
れ
ば
1
6

つ
な
い
と
「
る
の
は
、
そ
vr
何
者
用
阻
ん
の
開
削
ム
っ
か
過
つ
い
て

確
か
に
、
受
、
ハ
川
吉
保
護
の
観
点
し
戸
、
り
す
る
1

／
、
受
託
v
h
の
一
人
で
も
さ
立
川
革
泊
中
ベ
ロ
っ
一
拝
中
ハ
行
r片
付
水
川
町
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
も

致、
J

ト
z
ん
ま
い
と
同
b

わ
れ
る
に

、ふ〆均一守、、ノ、

白

人

μ
1
2什
古

＼

ゴ
九
パ
か
刊
の
一

p
ヘ

ー
一
過
矢
な
ら
炉
託
設
定
行
為
に
つ
い
て
計
宝
け
じ
為
以
消
子
百
め
つ
れ
な
い
ζ

ず
る
ー
、

ヰ
斤
害
行
為
民
泊
が
百
ρ
心
さ
れ
る
弘
樹
一
白
μlv多
く
な
る
か
ら
、

言
｛
，
T

J

i

f

hニ一
H
J
ι

妥
記
者
三
受
託
お
わ
共
謀
？
J

に
よ
っ
て
活
用
的
に
月
い

」

ζ

を
許
容
す
る
余
地
を
訟
げ
の
る
こ
と
ζ

な
り
、
委
託
若
の
債
権
者
の
利
持
を
主
口

γ
司
令
可
能
性
h
r
占める

U

L
た
が
っ
℃
、
交
泊
者
の
人
引
も
菩
意
川
主
忌
牛
ん
で
あ
る
た
め
？

補
足
説
明
は
、
債
権
者
の
受
託
サ
刊
に
対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
長
芹
賠
償
靖
求
心
可
能
伐
を
指
摘
す
る
c

し
か
し
な
が
ら
、
A
メリ命者

の
一
人
が
主
い
意
h
…
主
渇
失
で
あ
る
た
め
に
じ
日
託
／
れ
為
’
h
件
余
計
書
ノ
れ
為
取
れ
て
＃
な
い
場
合
に
は
、

上
り
由
裁
に
生
日
uhu受
託
者
に
し
灯

L
c
m格
信
泣
立
ド
忙
を
負
わ
せ
る
こ
と
も
者
、
え
ら
れ
る
ハ
時
か
に
、
一
唱
え
託
者
は
伝
託
針
件
に
つ
い
て
同
白
心
利
日
州
立
右
さ
ず
、
ザ
に
、
一

れ
を
け
H
M
P一
ず
る
だ
け
の
地
位
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
受
託
v
h
の
一
人
が
主
豆
品
川
重
渦
牛
、
で
あ
る
場
合
に
、
受
託
若
山
信
討
財
砕
を
明
刷
、
九
日
、

畑
出
旧
償
還
交
ド
セ
負
担
さ
刊
一
る
り
は
拾
に
過
ぎ
る
7mと
も
見
、
え
る

J

し
か
し
ん
ぶ
が
、
口
、
言
立
の
q
L訂
者
に
対
し
て
恒
袷
償
還
土
ヨ
ιーを門ハ

相
刊
さ
せ
る
の
が
酷
で
あ
る
と
、
ν
て
も

の
受
託
老
に
は

ww仰
い
い
，
的
な
詐
主
口

h
託
日
！
の
観
点
か
ら

倒
的
行
伎
芸
旦
任
ケ
仁
科
ハ
肘
刊
さ
か

て
J
U
、
必
ず
hγ
令
所
で
あ
る
と
は
い
乙
な
L
i
巴
わ
れ
る

r



フ｝

合
）
詩
書
行
為
取
注
目
時
恨
の
ノ
れ
伎
グ
υレ
（
ド
工
と
し
て
ノ
れ
授
の
相
手
h

と
し
し
み
一
の
幼
岡
本

安
川
明
日
抗
…
ぜ
似
て
は
、
①

日
託
設
ハ
じ
行
為
に
つ
い
f
L

の
詳
常
行
為
取
川
口
権
の
行
使
が
ど
の
よ
う
川
、
と
さ
れ
る
の
か
、
③
そ
の
効
米
が
じ
r

の
よ
う
に
桁
催
者
、
委
託
在
、
受
託
右
足
び
受
任
者
心
問
で
生
ヤ
一
る
の
か
が
、
明
停
で
は
な
い
｝

民
法
第
凶
川
条
お

川
ハ
伊
刊
馬
オ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
訴
、
ノ
九
九
よ
ハ
て
の
み
玖
消
し
う
る
こ
と
い
な
り
、
そ
の
効
米
は
判

測
の
相
汁
附
ぷ
消
説
九
従
え
ば
、
計
中
「
J
為
以
消
の
効
呆
は
ら
の
対
仏
訟
の
れ
事
者
こ
な
っ
と
文
の
聞
に
の
み
b
v
J

る
h

と
に
仕
る
c

そ

し
亡
、
受
＃
省
が
存
在
し
て
い
る
が
受
芯
首
に
対
「
司
令
現
実
の
給
u
h
rソ主
5
れ
て
お
っ
ず
、
受
託
討
の
P
H
h
F
I
J
山
叫
町
一
斗
が
あ
る
ぬ
合
に

は
、
伊
託
A
叫
ん
止
行
為
の
詐
害
行
為
取
消
は
、
汽
打
廿
肘
詮
を
保
持
す
る
－
A
｛三一
U
A
自の

る
ご
／
｝
に
な
る

w

h

〕ノ

γ
る
こ
、
も
｝
の
場
台
は
、
一
補
足
説
川
叫
が
指
抗
「
る
よ
う
に
、

I 

た
だ
し
主
刊
の
苦
情
加
苦
情
一
失
心
一
九
三
盃
者
の
存
在

I 

の
い
札
弁
を
i
百
出
す
る
こ
と
に
な
ら
手
る
を
一
侍
ほ
い
よ
う
に
尽
わ
れ
る
。

日司，it、c'ftIトこ、泣ける，，， i；↑百託日間己q，，寸

このけ句人出円んら

i
i
J
M六十

羽刊
l
初

v
σ
t
i！今、《

1
1
v
M
者
と
受
託
有
と
の
法
体
什
明
日
可
と
し
て
は
、
債
権
省
・
交
託
者
肢
の
取
消
訴
訟

cm決
ゎ
効
川
市
以

的
取
消
説
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
情
説
設
定
行
為
刀
詐
昌
子
門
行
為
取
消
（
与
淀
川
判
決
で
も
、
仲
宋
却
判
決
で
J

川
、
債
権
有
・
受
託
者
問
に
の

み
生
仁
、
一
一
受
持
者
に
は
ん
工
く
及
ば
ず
、
一
一
受
託
社
・
受
続
再
院
の
信
託
向
山
げ
い
ν
は
打
続
し
続
け
る
と
と
と
ほ
る
は
ず
で
糸
一
る
つ

唱ぃ
Fr一
的
取
れ
市
純
一
U
L
V
場
古
尽
く
し
一
、

コ乙
二t
者
t、

る
五三
'+' 

n 
為
l(,( 

* 苅l

ヌ，~ 
判
決
J工
夫

h 
る

7, 

益
者

民IJ

ち

相
就
草
地
牛
へ
で
あ
っ
て
、
会
託
告
は
信
託
制
定
1

ど
保
持
し
転
げ
る
一
、
と
と
伝
り
、
」
れ
中
」
5
き
当
て
に
そ
読
者
三
付
ナ
る
責
任
を
民
恒
寸

れ
吋
f
M

足
り
る
こ
と
と

受
託
若
江
川
Lr
る
計
主
一
行
為
取
川
市
品
川
4
d
勘
当
「
る
判
決
や
か
な
さ
れ
ん
一
結
合
に
は
、

恋
立
正
過
失
、
り
受
孫
右

の
7
1
H「催日

fJ一
快
ピ
消
滅
「
る
の
で
は
な
く
、
受
託
老
が
供
託
財
完
J

字世一山店、〆

Jト
也
、
受
託
文
の
主
意

関
わ
り
ず
、
受
託
者

と
パ
え
需
主
と
の
一
恒
託
悶
係
け
右
同
町
す
る
二
と
い
ま
わ
、
受
託
ー
は
パ
ペ
↑
E
l
Z
ロ
ド
汁
ト
ヲ
ヲ

2
R任
寸
分
一
日
担
、
〕
つ
づ
け
る
こ
こ
と
な
る
か
ら
、
こ

の
場
合
、
詳
意
の
乏
記
者
に
と
っ
て
は
過
十
、
な
負
臼
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
ー
、
な
る
ο

戸一
h
q
J
J

た
い
叫
に
つ
い
て
京
湘
試
奈
が
ど
の
て
っ
に

09'! l2Ul''i, '! I; Ul<J<、ii'''?iお な f ,53, 



考
え
る
の
か
は
不
明
府
内
で
あ
る

F
Z
訴
事
の
悪
点
、
止
は
重
過
失
が
認
め
ら
れ
て
、

信
託
設
走
行
為
に
つ
一
い
て
の
詰
LT
一
行
為
取
消
が
認
容
さ
れ
た
場
止
に
は
、
f
父
子
内
川
ぶ
住
1日
F
」

伝
設
し
、
受
γ抗
体
保
h
ゲ
L

保
持
主
せ
転
げ
る
必
中
久
性
は
乏
し
く
、
ド
ト
－
作
的
に
は
受
任
者
心
受
益
権
も

fuh九
州
す
る
と
丹
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
し
、

Ir 
"'' 

か
か
る
一
恒
託
山
パ
ピ
行
九
に
悶
J
1
る
受
託
ア
ロ
に
汁
ず
る
前
主
行
fd山
渋
川
一
市
訟
の
判
決
の
効
必
を
受
衿
～
互
い
対
し
て
も
及
一
以
す
を
の

荒｛

u
t設
日
る
乙
乙
一
ー
よ
い

て
レ
る
B

の
の
、
受
バ
い
ア
ー
は
A
メ
採
体

つ
の
選
択
肢
で
あ
ろ
べ

C

、
〆
か
し
な
が
ら
、

のみヰ、十七
C
L
、
官一
J

山
叫
町
並
は
受
託
守
山
引
の
P
に
あ
る
場

λ

凸
い
に
は
、
五
粁
射
す
与
の
保
全
心
凱
司
か
ら
は
、
お

J

野
町
長
を
保
持
、
て
い

五
を
被
告
に
ず
れ
、
は
斤
で
あ
り
、
情
対
的
れ
消
説
的
な
考
え
方
を
賞
〈
と
、
主
日
告
の
受
話
宝
ー
の
ほ
山
崎
？
ヨ
誌
が
刊
と
の
法
待
関
係
は

レり
U
J
う
ぬ
ャ
一
と
／
一
な
り
そ
ろ
C
あ
る
口

こ
心
円
、
委
託
若
の
法
権
者
。
〈
受
，
一
一
山
者
向
の
信
一
山
設
定
行
為
に
つ
い
て
刀
一
詐
叫
F

七
一
取
消
訴
訟
を
、
A
A
P
什
者
側
か
ら
見
た
と
さ
は
、

受
益
右

ι却し
J

命
保
一
歳
や
千
続
保
障
の

T
問
状
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
λ
J
7

町

補
足
説
明
は
、

交
式
者
げ
か
背
広
冊
重
過
ル
ー
へ
の
交
川
者
の
有
存
の
い
仇
弁
に
つ
き
l
分
な
主
張
ず
証
を
し
な
か
っ
心
人
場
え
に

お
ル
間
違
反
と
す
る
と
し
た
り
、
受
話
者
に
訴
訟
吋
仁
川
し
、
受
読
者
が
袖
助
参
加
て
き
る
と
す
る

J

し
か
し
な
が
b
、
一
則
高
に
つ
い
て
は
、

L

お
い
て
）
抗
弁
の
、
ド
工
長
山
一
古
心
打
皮
で
警
官

λ

注
意
義
務
注
反
乞
判
析
す
る
h

と
は

桐山町
l
m
v
阿
部
を
z
庁
つ
こ
と
か
ら

必
ず
し
も
攻
守
点
的
で
は
広
い
と
応
わ
れ
る

ま
L

人
後
者
に
つ
い
て
は
、
交
え
が
ロ
の
み
を
一
詐
雲
行
為
税
法
訴
設
の
絞

E
と
し
に
と
き

ω

現
行
枯
ト
の
交
、
ハ
M
Eの
訴
人
い
悶
f

ソ
の
方
、
広
と
し
て
は
、

確
か
に
補
助
参
加
に
よ
る
こ
と
と
は
る
他
ヒ
い
が
、
受
託
告
に
参
加
の
絞
会
合

確
保
す
る
に
州
、
公
式
者
に
対

ν
て
訴
訟
y
口
知
の
義
務
を
れ
民
同
刊
さ
せ
る
必
史
が
あ
れ
二
d

一
長
文
が
多
欽
の
川
崎
ム
ロ
ト
ハ
川
、
ふ
れ
も
実
務
上

非
常
に
ー
泊
J4な
も
の
と
会
ら
ざ
る
し
乞
得
な
し
じ
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受
益
tdが
受
、
有
権
ピ
取
行
し
は
つ
税
実

い
る
段
階

こ
の
段
慌
て
は
、
こ
の
交
益
芝
れ
の
も
と
に
あ
る
財
蛍
権
J
V
取
り
炭
L
C主
任
財
産
の
材
全
を
凶
る
必
史
、
か
町
一
る
と
ご
ろ
、
か
か

益
文
U

が
給
付
を
デ
ヲ
け
た
財
投
怯
に
つ
い
て
は
、

ψ
f
然
の
こ
と
な
が
ワ
、

え
山
山
治
問
二
同
条
築
現
山
工
る
詐
i
［
之
行
為
取
市
怯
の
行
使
が

1
J
L
J
qし
え
ω
v

z
t
h
－
才
名

W7
）
て
、
判
例
の
相
対
的
夜
消
訴
の
げ
場
か
ム

Jrれ
ば
、
補
足
説
叫
に
も
あ
る
こ
お
り
、

ヶ
t
Q公
式
文
に
信
託
投
一
t
r
J

九
に
つ
い
て
の
詐
バ
一
口
行
為
政
消
訂
お
を
し
仕
く
て
本

現
に
給
れ
を
受
け
た

J

又
心
者
の

－J

て一評什戸打
h
A取
消
前
求
が
認
め

ら
れ
る
べ
き
と
あ
り
、

か
つ
、
九
て
の
4
7
u持
者
を
被
佐
川
〆
」
ず
る
必
昨
ナ
ノ
は
江
く
、
、
一
減
給
制
を
受
け
た
一
念
日
夜
者
の
み
を
け
悦
己
と
し

行
為
取
消
が
認
め
ら
れ
る
で

j

三
ょ
の
る
口

な
お
、
比
河
川
札
説
明
は
、

公
益
軒
に
現
に
給
付
？
れ
ん
J

肘
＃
が
第
一
者
に
譲
渡
さ
れ
に
場
ん
じ
の
定
慌
者
ご
勺
五
弟
子
一
者
の
規
作
｛
山
つ
い

日司，it、c'ftIトこ、泣ける，，， i；↑百託日間己q，，寸

て
は
、
民
法
第
刈
二
市
川
条
第
一
点
に
よ

J
J

て
処
刑
出
さ
、
れ
、
受
益
有
悪
立
第
一
者
世
口
応
の
場
／
ぜ
い
受
前
者
に
筒
裕
賠
償
責
PTJE負
担
さ

Edhu－
」
す
る
〈
民
法
一
心
計
一
土
日
行
為
爪
消
に
お
い
と
詐
昌
子
門
行
為
に
よ
／

J

て
以
符
L
h
J討
伴
権
を
交
話
者
が
転
行
者
に
対
し
て
況
PL
設
校

流
み
で
み
る
ぬ
今
に
は
、
受
益
tdに」汀
L
て
制
格
賠
償
責
打
れ
を
負
起
さ
せ
る
ζ

と
と
心
均
向
か
ら
す
る
と
、
J

甘い
L
Z
U
託
れ
い
り
場
一
出
で
も
、

悲
志
づ
ん
は
重
過
小
へ
の
受
前
日
に
し
久
し
こ
州
格
賠
償
支
日
壮
士
負
桁
し
さ
せ
る
こ
2
に

1
4
0

今
川
内
件
が
ふ
め
る
が
、

げ「い
L
巾
lj
た
う
て
は
、

こ
J

E

Y

」

r
i
u
l
i

J

ヶ
限
釈
に
よ
る
も
の
－
1
／
せ
い
ず
、
山
川
rp入
、
り
誠
定
1
ど
ぷ
げ
る
方
叫
川
崎
ま
ま
い
い
と
い
え
よ
h
m
J
L

市
品
川
明
試
支
え

悪化け
ω
の
ず
祝
日
批
去
に
t
h
す
る
一
一
品
波
議
長
一

山
つ
い
て

6 

川
主
主
又
は
豆
地
f

に
の
受
長
女
口
九
川
河
ず
る
受
訴
権
の
譲
渡
出
河
川
引
で
も
ゐ

要
制
試
案
2
ば、

債
務
者
た
る
妥
託
老
が
債
権
ー
を
中
川
す
る

一一乙寸一宮
F
J

川
っ
て
一
恒
託
を
設
定
、
ど
ん
場
合
に
は
、
債
権
者
は
官
十
3
7ん
は
乏
過
ベ

に
対
し
て
、
受
片
F

棒
口
体
ク
一
受
託
ヌ
に
一
応
液
ず

る
一
吉
ノ
詩
ボ
と
ぎ
る
と
い
う
新
’
ν

い
制
広
三
占
め
る
わ
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か
か
る
用
意
又
は
世
過
失
心
受
話
者
に
い
対
す
る
受
話
権
む
ぷ
校
講
ボ
は
、

志
向
ハ
イ
リ
人
は
卓
過
失
、
り
受
尚
北
白
に
は
、

許
害
行
為
に
よ
る
じ
れ

託
行
為
に
茶
つ
く
利
低
古
川
件
持
さ
せ
る
べ
き
て
は
な
い
伊
、
て
か
か
る
交
投
苦
心

J

ケ
益
権
と
い
う
刊
伐
を
な
守
円
相
ニ
ー
と
す
る
v
u
、
り
て
の
｝

て
、
か
か
る
削
岳
民
一
け
体
同
つ
い
て
は
評
切
で
き
る

J

特
問
主
と
し
て
計
三
読
者
の

部
；
日
常
忠
門

W
重
過
失
で
－
…
ゐ
た
め
に
i

許
雲
行
為
以
消
ケ
す
匂
信
託
財
布

い
は
岬
札
口
い
、
己
主
吉
正
は
一
心
地
…
泊
先
で
あ
る
受
衿
若
か
ら
利
益
を
攻
り
時
オ
ニ

と
が
で
き
る
占

V

〕か、」ん＆い川
d
p
円J

、判
N
国
刊
の
相
対
的
状
消
説
的
な
考
ミ
ト
什
心
か
ら
は

一
宮
式
者
の
憤
権
文
が
及
、
え
て
受
託

有
に
対
ず
る
い
託
行
品
の
一
前
筈
行
為
白
川
消
怪
を
ノ
仁
川
悦
1

）
な
い
場
〈
い
で
も
、
c
一
心
者
が
悪
戸
U
J
v

へ
は
重
氾
い
へ
て
あ
る
限
り
、
受
益
者
へ
の
現

五
の
給
u
u
u
H
小
な
さ
れ
る
が
の
段
階
の
紋
済

T
没
と
し
て
、
一
没
、
ハ
討
議
の
議
波
請
求
は
認
め
ら
れ
て
ー
も
良
い
と
回
】
わ
れ
る
が
、

ご
の
一
弘
、
尚
武

制
札
束
は
川
川
確
で
は
な
い

か
か
る
↓
比
意
又
は
哲
遜
止
へ
の
八
三
有
者
に
対
す
る
そ
が
町
曜
の
次
投
請
中
小
の
刻
度
は
、

安
託
名
心
作
中
九
慌
者
小
ペ
え
リ
仕
者
に
刻
L
て
パ
え
詩
潅
か
↑

責
務
右
に
る
委
託
者
三
一
は
ず
る
」
う
請
求
で
き
る
と
レ
う
点
に
引
例
か
あ
る
。

民
法
】
の
主
出
戸
什
為
取
消
で
は
、
不
一
一
刻
産
に
つ
い
て
は
受
益
者
に
対
B
d
J

る
移
fh枝
記
ケ
↓
拡
消
B
d
J

に
反
し
て
か
ら
、
中
i
l以
不
効
〆
汁
を
羊
ハ
押
L
て
託
制
執
わ
す
る
と
い
う
千
慌
を
踏
む

F

こ

債
務
者
が
受
託
有
に
U

列
し
て
金
銭

を
給
利
し
た
ぬ
ム
ロ
h

ば
、
債
権
高
は
受
椛
醤
に
1

汚
し
て
伝
持
持
に
だ
L
て
直
接
支
払
う
よ
、
二
山
山
求
で
き
る
や
か
、

一
」
ふ
引
は
判
例
｝
認
め
ら

れ
る
ー
も
一
り
で
あ
っ
て
、
え
は
の
山
川
rp入
ト
の
見
定
同
よ
る
日
り
の
で
は
必
い

一円恥山内
wm和

七
f

へJ
一
リ
九
河
「
大
集

ハ
幸
二
（
u
l
u
d

。頁）ハ
か
か
る
対
決
上
の
誌
半
］
行
為
玖
消
の
効
｛
？
に
と
比
一
校
ず
る
に
、

支
綱
試
案
2
U’
E
↓ω
マ
〈
は
革
過
矢
の
受
ぷ
8

オ
ピ
受
益
権
主
食
討
さ
に

古
る
と
い
三

l

権
利
を
明
d
A
K
H
引
っ
仁
一
会
式
者
の
慎
桜
げ
た
い
認
め
ど
う
と
「
る
こ
と
目
、

相
対
的
玖
消
説
か
り
は
、
当
然
ド
山
市
γ
か

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
況
行
民
法
の
わ
別
法
と
1

）て

お
い
て

述
論
的
に
摂
拠
引
い
け
る
こ
と
子
で
き
る
か
ど
、
〉
か
間
認
が 0 
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た
り
、
そ
む
け
一
山
的
性
質
と

L
て
は
、

42Hノ
れ
為
に
伐
す
る
信
託
ー
は
」
の
判
別
C
請
求
権
で
お
一
る
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

J

悪
作
品
ま
た
は
重
過
失
心
交
益
主
に
い
川
F
Y
Q川
安
心
棒
の
よ
波
詰
ぷ
の
相

T
tバ
に
つ
い
に
号
、
b
、
か
か
る
譲
渡
請
求
心
制
肢
を
信
託
民
ト
の

特
別
の
詰
求
権
「
ぢ
ヒ
る
場
ん
は
h
h
u
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

判
側
、
ω
相
対
的
車
内
u
，
説
的
な
号
、
ス
方
か
ら
し
て
も
、

個
別
九
当
該
受
係
者
一
り
み

を
利
子
方
と
J
1
れ
は
足
り
る
c

P

J

E
戸
ー
、
J

f
、
え
ず
；
l
〆

」
の
悪
志
又
は
重
過
’
六
の
受
記
者
に
対
十
プ
叫
jド
ベ
ヰ

F
権
の
議
日
中
一
品
雨
入
、
権
の
行
使
方
法
い
つ
い
て
は

民
法
第
凶
川

条
一
反
ζ

同
じ
く
訴
訟
に
よ
ら
な
げ
れ
ば
仕
り
な
い
こ
了
る
の
か
、

訴
訟
一
日
で
ふ

pf川伸一でき
Q

4

F
る
の
か
、

安
綱
試
2

朱
で
は
明
確
て

は
な
い
っ
授
精
試
案
1

い
う
羽
f

打
信
託
法
を
時
襲
L
て
い
る
」
と
か
ら
す
る
ζ

、

1
J
が
民
渋
川
内
凶

問
条
沼
一

同
じ
く
訴
え
に
よ
っ
て
行
使

γ
べ
寺
こ
も
泣
え
る
が
、
信
託
法
ー
の
わ
別
の
請
求
権
て
あ
る
ご
／
）
を
根
烈
に
訴
訟
外
で
も
話
求
t
℃
仇
つ

て
行
使
と
さ
る
い
〈
す
る
ヘ
ド
地
J
Eの
り
、
か
か
る
収
り
扱
、
は
八
三
存
者
が
多
数
の
場
台
に
は
有
持
C
為
ろ
う
。

日司，it、c'ftIトこ、泣ける，，， i；↑百託日間己q，，寸

悪
忘
又
は
重
清
一
矢
口
一
老
益
者
に
対
d
J

る
該
波
議

R
心
何
川
巾
市
に
つ
い
て
は
、
漬
同
伴
者
が
受
益
者
に
対
L
t
公
vM
権
を
一
が
は
ず
る
よ
う
に

請
求
し

に
、
い
か
な
る
効
瓜
か
小
［
る
の
か
、
受
益
’
絡
が
rk訂
昌
に
帰
属
す
る
に
ム
セ
る
と
考
え
る
と
し
て
も
、
何
時
の
時
点
で

ど
れ
い
り
よ
う
に
じ

4

、
そ
う
な
る
と
考
、
え
る
へ
き
～
刊
ぺ
譲
設
店
ぷ
の
い
対
象
は
受
日
自
体
併
で
あ
る
伊
ら
、
譲
渡
清
求
心
効
来
日
付
生
じ
る
こ
と
で

い
う
格
利
が
は
い
浮
い
ψ
」
快
μ

に
長
一
J

山
者
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
1
3
k

考
え
れ
ば
た
り
、

そ
の
乏
抗
体
恒
心
泊
四
で
巳
訪
日
託

方
、一と

な
る
と
考
、
え
ら
れ
る
勺
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
行
使
方
法
に
つ
い
て
、

工
ら
な
け
ノ
れ
ば
な
ら
た
い
J
す
る
と

取
法
訴
訟
の

判
決
に
千
七
て
判
決
に
工
っ
て
そ
の
効
来
が
守
じ
る
こ
2
に
な
ろ
っ
リ
h

＼
訴
訟
外
で
の
お
い
本
に
工
る
こ
L
〆
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、

実
務
的
に
は
内
界
一
一
円
川
町
引
使
の
到
達
に
t

払
っ
て

ふ
と
〔
え

rド
什
悦

mrJ
寄
託
具
に
帰
属
す
る
こ
2
に
な
る

下
仇
つ
F
l」

V

J

か
〕
々
が
ら
、
J

訂
正
一
行
九
を
、
）
た
依
務
者
L
l
h

る
委
託
J1
にtT守一石の
1
1於
者
の
一
山
メ
バ
｛
怯
十
一
帰
属
さ
せ
る
こ
仁
三
炉
、
受
託
ヌ
た
る
債
務

占
有
の
汗
一
粁
財
産
保
全
に
と
一
っ
て
安
当
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
必
宇
／
が
あ
る
、
民
作
上
心
訂
正
エ
い
ろ
し
為
取
消
に
お
い
て
、
金
銭
に
つ
い
げ
に
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は
川
知
権
者
は
乏
説
者
に
J

刈
し
て
也
按
｛
い
円
ら
に
中
！
技
会
伎
を
交
利
す
る
よ
う
京
ぷ
す
る
こ
ー
と
が
山
来
7
9
パ刊J

一
、
前
知
円
以
新
川
和

A

了
L
h

刊一

決
）
、
こ
れ
ば
、
債
務
者
が
主
枠
内
（
U
r
v
穫
を
位
十
わ
し
に
り
、
受
散
し
た
金
川
践
を
守
、
れ
し
ー
に
り
、
す
る
な
ど
の
事
態
が
考
え
、
り
れ
、
反
行

は
り
制
阪
の
も
の
と
で
は
、
信
誇
布
石
～
円
台
按
川
ぃ
品
川
尚
一
、
「
ず
る
こ
と
が
必
ず
し
も
債
務
者
、
2
5
U財

p
庁
保
全
に
は
っ
た
－
下
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る

v
fう
す
る
と
、
詐
問
中
一
ド
託
い
お
け
る
悪
志
又
は
三
川
旭
川
だ
の
交
い
利
者
に
対
ャ
J
令
官
肌
波
請
ぷ
に
つ
い
て
も
、
委
託
す
い
Jυ
受

益
北
惟
の

J
A
Mを
担
否
、
了
人
り
、
日
刊
～
課
さ
れ
た
受
／
川
崎
併
を
丹
一
一
一
波
す
る
吋
能
性
か
あ
れ
二

自
に
受
採
考
に
対
L
J
L
一
庶
民
一
さ
ゴ
札
一
以
足
り
る

ι
い
え
る
の
か

YC7か
、
問
忍
で
あ
る
」

さ
ら
に
ー
受
払
棒

の
山
山
容
判
決
な
い

L
T
の
行
使
に
よ
っ
て

炊
に
ι又
詰
怪
が
一
h
M
4

一
一
者
に
涼
属
す
ノ
る
ャ
一
と
こ
な
っ

て
JGυ

、
そ
の
範
併
で
斗
ぷ
信
託
が
ぺ
し
る
ん
J

一
け
で
あ
ノ
て
、
委
託
者
の
主
権
者
は
、

中
ち
に
か
γ
銭
請
求
持
ト
る
れ
U
U
A
坤

jRF引
唱
を
満
足
さ

J

ご
い
つ
九
日
い
。
会

p

ハ
川
崎
怖
が
委
託
持
に
設
校
さ
れ
て
も
、
上
況
の
と
お
り
公
訴
権
を
え
久
一
正
者
が
再
譲
渡
す
る
円
能
性
も
あ
り
う
る
か
ら
、

を
託
右

ι債
権
者
と
し
て
は

は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
後
、
委
託
者
に
議
夜
さ
れ
に
受
ぷ
液
を
呼
一

じ
て
、
兵
詩
的
に
被
保
全
債
格
士
九
州
足
さ
せ
る
？
刀
法
を
検
討
「
る
必
設
が
あ
る
。
委
託
有
ハ
り
う
え
い
れ
椛
の
行
問
に
基
づ
い
て
取
得
し
た
羽

ザ
権
に
対
L
て
、
十
～
押
を
ず
る
な
ど
じ
て
、
続
梧
U
U
収
を
同
7
9
い
と
も
与
え
ら
れ
る
が
、

一
段
位
梧
高
と

L
て
権
利
れ
伎

す
る
と
い
う
に

1r
ど
ま
る
委
託
者
の
私
権
者
と
し
て
考
与
つ
る
千
段
と
し
て
は
、
さ
ら
に
受
持
椛
J

ト
わ
い
中
九
州
え
す
に
り
二
万
荷
権
hr

ら
生
v
ご
Q

受
託
者
山
い
付
す
る
将
来
の
共
体
的
立
お
付
詰
求
権

（
受
衿
債
権

り
す
る
、
一
と
が
考
え
ら
れ
る
が

」
れ
ら
が

差
し
押
さ
え
の
い
川
象
2
な
り
う
る
と
す
る
か
も
問
題
で
為
る
さ
ら
に
、
受
任
権
沿
い
し
こ
れ
か
ら
年

Y
G
H
ヘ
体
的
た
給
付
請
求
権
合

債
権
者
代
付
権
に
よ
二
L
委
託
去
に
代
ド
円
以

J

て
、
」
れ
を
行
州
民
「
る
方
法
に
。
り
、
被
保
ん
債
権
の
荷
足
す
阿
コ
て
い
く
ほ
か
た
し
て

あ
Jアつ
A
Jム
rν
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五

破
立
九
法
し
い

、ノ
R
、ヲ、
υn

c
p
L
 

中
弘
州
明
～
抗
女
は
、

い
ず
れ
b
中
に
債
務
者
た
る
委
託
苦
に
よ
る
併
託
設
ζ
行
為
に
つ
い
て
口
一
一
拝
中
行
為
成
川
町
の
場
市
川
に
つ
い
て
の
み
を

規
定
、
二
L
お
り
、

仮
設
法
上
の
何
認
の
ぬ
札
口
い
つ
い
て
は
触
れ
て
し
な
し
ι

P

J

E
戸
ー
、
J

f
、
え
ず
；
l
〆

川
総
の
利
、
ハ
肌
状
犯
は
、
債
務
者
た
る
」
委
託
ズ
が
夜
京
、
υ
、
妥
託
互
に
ぷ
る
仁
計
設
定
行
為
ど
は
お
2
0政
完
法
卜
の

ん
門
誌
が
間
同
ζ

な
り
う
る
場
合
に
も
牛
じ
う
る

先
般
の
後
産
リ
刊
の
改
正
に
お
い
J
L
vは

人
打
認
に
悶
I

J

て
汁
法

既
存
依
絡
に
汁
f
る
偏
円
則
行
為
の
人
口

f、
（一、

ミミ
J'l ，、
L、

認
に
m凡
｝
戸
、
同
法

ハ二
1

h

d
が
そ
れ
ぞ
れ
ぷ
日
ら
れ
、

条
ゲ
入
が
笠
述

3
れ
た
U

ι

ロ
訂
設
定
行
為
に
お
い
と
は
既
存
領
訪
に
対
す
る

れ
州
航
行
為
こ
し
て
な
さ
れ
る
ご
；
は
考
え
に
く
ぐ
、
詐
言
行
為
の
、
プ
ル
間
接
と
な
る
と
立
わ
れ
る
が
、
民
法
上
心
計
害
行
為
山
県
出
が
問

日司，it、c'ftIトこ、泣ける，，， i；↑百託日間己q，，寸

用
心
と
ほ
り
う
る
場
ん
円
に
い
は
、
常
に
破
産
「
続
出
航
給
決
え
が
あ
れ
ば
破
f
h
法
上
心
詐
者
行
為
の
む
誌
の
門
出
品
川
m
H
P
f
じ
る
か
ら
、
債
務
者
た

る
委
託
者
が
破
産
し
た
湯
ん
は
に
は
、
委
託
者
に
よ
る
信
託
設
’
也
什
お
に
対
し
て
、

成
品
寸
法
？
ニ

cl叫ん
F
h
A司
心
弔
↓
訟
の
成
必
が
岬
円
山
内
と
な

るつ

安
綱
試
案
は

［ 

比：,,, 
＂、第
l!Li 

川
一
条
信
一
頃
に
4Rず
る
は
だ
に
対
す
る
信
託
民
ニ
の
一
刊
日
引
を
M
f
U寸
る
も
の
で
ー
め
る
が
、

cu

よ
ツ
ヂ

許
試
走
行
為
に
つ
い
て
一
汗
害
行
為
の
否
認
が
問
題
と
と
る
湯
な
に
も
、

凶
川
民
悼
の
伝
一
」
い
い

i
口
一
特
別
な
訪
日
リ
ゐ
こ
と
が
考
J

～
ら
れ
る
じ

日
ハ
保
的
に
は
、
被
説
伝
上
心
当
川
宝
行
為
の
l
h

川
誌
に
悶
し
て
、
要
綱
試
案
l

へ
l
－
不
riと
同
係
委
託
者
が
減
注
し
11
場
ん
μ
に
は
、
委

託
ズ
？
に
る
仮
完
封
ピ
よ
る
受
託
去
に
対
す
る
一
↑
J
吠
円
か
つ
ね
に
つ
レ
て
、

同
法
ハ
ハ
）
久
人
一
頃
一
号
友
丈
ー
ゴ
い

J
M二口
H
V
A

文
山
一
政

ず
る
限
り
斉
訟
の
成

v

、
各
子J
た
だ

L
吉
の
、
此

muは
一
帯
い
も
の
と
、
二
三
叉
託
JY
の
存
立
忠
立
を
問
わ
ず
γ
円
認
で
き
る
じ
＝
の
れ
い

則
を
設
け
る
こ

r
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さ
ら
に

安
桐
試
案
l

（

I
）
た
ど
L
主
川
に
吋
応
し
て
、

t
h
の
じ
日
託
誌
だ
わ
JA
心
一
向
主
に
つ
い
て
、
受
日
山
者
が
〆
戸
店
u
h
m
！
長
過
失
で
ゅ
の

る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
保
護
す
る
規
1
4
J
ピ
設
け
る
べ
き
ゼ
あ
F

？っー

次
に
、
中
久
綱
訳
業
l

に
つ
い
て
も
、
彼
窪
以
上
心
丙
誌
の
一
泊
則
を
ぷ
は
り
ゐ
こ
と
ぷ
昔
、
？
っ
れ
る
〈
委
託
手

G
G破
産
者
一
二

τ

託
立
に
一
汗
す
る
一
恒
託
山
パ
ピ
行
九
が
一
ハ
一
け
灸

項
の
詐
宇
一
行
為
の
否
認
の
一
対
象
〉
な
る
は
帽
含
に
、
A〔
メ
ノ
ト
4
引
い
が
受
託
ー
か
ら
山
間
完
比
仰
の
仇
江
市

い
い
や
一
現
に
受
付
た
J
メ／ハ川ア＝に対

ν
て
は
、

に
川
作
一
女
口
九
川
河
ず
る
vh川
認
に
関
す
る
破
Tf
作
一
い
一
七
ハ
）
汽
ん
の
迎
い
い
川
坊
凶
t
な
る
か
ら
、

主
計
決
上

の
特
別
が
問
題
〉
な
れ
、
安
川
哨
試
山
梨
l

ヨ

乙
刊
稔
の
干
一

ru
の
受
忌
む
旬
似
品
川
市
に
を
設
け
Q
W

｝

要
綱
試
案
2
の
忠
告
の
受
益
請
に
対
す
る
受
江
崎
ー
の
譲
渡
訂
以
に
つ
い
て
も
、

長
滑
っ
出
来
1

2 

後
産
者

1
1
）
改
び

た
る
委
託
者
り
伝
で
ん
ぷ
先
行
為
に
つ
い
て
、
破
嵯
応
仁
の
詐
害
一
九
九
に
対
す
令
市

J

認

「
同
法
六
C
長
月
（
）

か
同
志
乙
な
り
、
パ
え
＃
、
寸

者
が
存
在
す
る
場
台
に
は
、

強
草
川
内
心
受
持
者
に
対
し
て
現
に
受
け
に
給
付
刀
一
取
出
し
の
p
円
な
ら
ず
、
パ
え
訴
権
d
体
の
混
迷
心
問
棋
が
や

じ
る
か
、
つ

この一月ん
γ
川
濯
の
一
一
棋
は
請
求
を
減
対
す

J

る
余
地
が
為
る

U

こ
の
場
合
は

航
行
者
仁
対
「
る
，
b

刊

仮
産
辻
い
に
つ
い
て
は

「
同
法
一
ヒ
ペ
〉
仏
子
が
四
混
と
な
る
喝
函
で
あ
る
か
ら
、

t
E又
は
プ
阜
這
仕
入
幻
一
九
叉
い
耐
布
に
つ
い
て
受
，
骨
格
心
譲
渡
日
ぷ
を
認
め
る
旨
の

政
件
怯
に
対
す
る
特
阿
川
を
設
げ
7
Q
h

」
と
小
寺
、
え
ら
れ
る
と

公
訴
桂
三
日
誠
J
M
仏
ん
は
、
委
託
醤
た
る
彼
詮
お
で
は
な
く
、
破
伝

管
財
人
u
一
す
へ
弘
主
で
あ
る

u
h
信
託
業
法
υ
ー
品
己
改
正
信
託
手
、
い
の
阪
更
に
一
し
と
は
、

v
J
B
L
八パ

一門
υ
六
九
以
上

町
在
ヘ

l
一

士ソマJ

ニ
山
川
崎
人
司
、
受
必
右
比
一
一
十
一
判
長
川
卓
湿
丈
え
る
い
恥
上
、
宏
、
H
u
C
Z
託
者
て
み
佑
二
｛
t
u、
受
イ
ス
告
は
信
託
制
pfivJ
保
持
L
紙
汁
、
受
託
石
二
対

す
一
三
門
円
ェ
ワ
三
間
（
一
刊
す
れ
ば
足
h

る
一
で
－
と
な
る
で
と
れ
J

一
辻
村
い
す
る
一
－
交
d
v
i
m忠
弘
の
に
吟
に
日
計
市
産
の
L
N

這
グ
一
余
儀
な
く
言
わ
な

h
J

つ一J
＼
古
志
の
受
、
h
y
M

～
対
し
て
伯
務
を
負
担
ず
る
古
忘
れ
一
三
託
者
の

υ
渇
ば
、
非
常
に
酷
な
？
4
V
）
爪
V

J

」
ゆ
る
）

肯
、
付
税
は
、
ぶ
ポ
、
一
品
一
，
門
Fh為
に
よ
〉
仁
川
山
円
L
一
に
貝
江
川
引
斥
ム
ケ
一
、
仇
均
年
に
返
還
す
令
乙
乙
ー
な
ノ
＼
白
山
い
対
R
Lし
1
J
L
刻
れ
の
U
J
b
トと

I 
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一一J
る
こ
と
が
下
先
て
あ
る
と
J

る
モ
ロ
一
じ
あ
る
か
ら
、
そ
灯
H
A
昧
で
、
事
γ

古
川
乏
任
者
に
刈
ナ
ム
ヲ
高
見
請
求
は
、
4
R
M
け
説
と
は
相
誕
い
れ
な
J
J
r
一

む
と
な
り
、
松
村
的
取
出
～
況
の
L
ロ
%
以

t
に
、
ニ
ー
ん
に
一
円
い
式
出
ト
ヘ
し
＋
叶
V
九
円
十
円
求
桂
三
区
百
づ
け
る
こ
と
と
主
一
。

追

記

伝

J
日
汁
一
円
以
正
史
綱
試
案
1

｝

4
H
4
u
J、
改
正
空
洞
試
哀
の
～
削
川
県
川
t

コ
い
て
は
、
ペ
川
島
省
心
ー
ノ
」
ブ
サ
〆

h

（
ナ
召
＼

g
s
J
J
4戸
内
門
的
C

］
ち
＼
）
心
パ
プ
ノ
ツ

Y
T
メ
J
l
h
J
O
＼
九
ン
カ
h
J
ド
U
F
ブ

7

イ
ル
で
ダ
ウ
ミ
リ
ド
か
可
能
て
あ
る
の
で
か
パ
ρ
附
さ
れ
～
ぃ
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